
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路交通法第 71条第６号・京都府道路交通規則第 12条第９号 

 

  自転車の傘立て装置（通称：さすべえ・傘キャッチャー等）を使用して、

傘を差し運転する行為は、傘を広げることで、視界が妨げられたり、風等の

影響により安全が損なわれる可能性があり、大変危険です。 

 使用はやめましょう！ 

〈事故事例〉 

傘差し運転の自転車が 

自転車と出会い頭に衝突 

 雨の中、帰宅途中だった高校生

の A さんは、自転車で傘を差し

ながら車道を走行中、左の路地か

ら出てきた B さんの自転車に気

づかず衝突。Bさんは頭部を強打

し、３ヶ月後に死亡した。 

  雨が降っている時は、できるだけ

自転車の利用は控えましょう。 

どうしても利用しなければならな

い時には、レインコートを着用し、

傘さし運転はやめましょう！ 

もちろん日傘も禁止ですよ！ 


